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【様式第四（療養費明細書）「訪問開始年月⽇」欄の記載⽅法】 

月途中で保険種別などが変更になる場合は保険種別ごとに療養費明細書を作成します。変更後の保険者の療
養費明細書の訪問開始⽇には保険種別変更⽇が必要になります。 
審査支払機関の指導ルールにより、変更後の「訪問開始年月⽇」の記載について指示がある場合は次のよう
に設定してください。 
 
◆「資格取得年月⽇」を記載する場合 

 
 
◆「変更後の初回訪問⽇」を記載する場合 
※ファーストケアインストール時の設定では「変更後の初回訪問⽇を記載」が選択されています。 
 

 
 
 
自動で療養費明細書の訪問開始年月⽇が変更されるのは変更月のみです。翌月以降は療養費明細書情報を修
正してください。 
 

第 4 章 予定管理編 P163「訪問看護（医療）療養費明細書情報」 
 
なお、同じ保険種別で保険者番号が変更になる場合は、〈医療保険請求〉画⾯内の印刷オプションの設定も必
要になります。 
 

本章 P281「印刷オプションの指定」 
 

 
  

    事業所情報の確認 
医療保険サービスでご利用いただくには、事業所情報の医療保険情報も必要です。 
訪問看護ステーションの申請内容（届出内容）を確認の上正しく登録してください。 
 

 Point 

変更前：〜6 月 19 ⽇までの保険種別「社保」 
変更後：6 月 20 ⽇以降の保険種別「国保」 
「訪問開始⽇」は資格取得年月⽇である 6 月 20 ⽇ 

変更前：〜6 月 19 ⽇までの保険種別「社保」 
変更後：6 月 20 ⽇以降の保険種別「国保」 
「訪問開始⽇」は変更後の初回訪問⽇である 6 月 22
⽇
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